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フランスにおけるイスラーム言説と研究の諸相 
―政治・社会・思想・日常生活― 

伊達 聖伸＊ 

はじめに 

フランスにおける中東・イスラーム世界に関する研究環境の現状をまとめた 2014年の白

書は，フランスはこの分野において長い歴史を有し豊かな研究成果を挙げてきたが，近年の

研究状況はむしろ危機的な状態にあると指摘している。この点は，やや意外な印象を与える

かもしれない。というのも，1989年の最初のスカーフ事件以来，あるいは 2001年の 9・11

以来，ムスリムとの共生はフランス社会の喫緊の課題とされ，イスラームに関する研究書も

数多く刊行されてきたからである(1)。だが白書は，イスラーム地域の言語に通じた研究者養

成の困難や古典的文献学の衰退などから，イスラーム問題が世界の注目を集めフランス独

自の貢献が期待されているにもかかわらず，フランスのイスラーム研究はその役割を十分

に果たすことができていないとの認識を示している(2)。 

白書刊行の翌 2015 年には，1 月と 11 月の 2 度にわたってパリが同時多発テロ事件に見

舞われた。こうした状況でイスラーム世界とフランスにおけるムスリムの研究の重要性が

再認識され，フランス内務省は 2015年 2月より「イスラーム・宗教・社会」という題目の

研究支援プログラムを続けている。内務省肝煎りのプログラムはもとより政府が主導する

治安維持や社会統合への関心に強く動機づけられており，現代フランスにおけるイスラー

ム研究の動向を政府や省庁が支援する研究と同一視することはできない。だが，政府による

支援対象となる研究は必ずしも政策に直結するものだけではなく，内務省が提案する研究

テーマの一覧は現代フランスにおけるイスラーム研究の動向を知るのに有用である。そこ

には，フランス社会の規範を注入する意志だけではなく，事実の認識からはじめようとする

姿勢も窺うことができる(3)。 

 本稿は，こうした経緯を踏まえつつ，近年のフランスにおけるイスラーム研究の動向を整

理して提示するひとつの試みである。それは網羅的であるには程遠いが，日本で抱かれがち

なフランスにおけるイスラームのイメージをある程度相対化することを狙っている。日本

で抱かれがちなイメージとは，たとえばフランスには厳格な政教分離であるライシテの原

理があるが，それは政治と宗教を分けないムスリムとの共生を難しくしているというよう

なものである。また，日本の研究では，西洋におけるイスラームについて，植民地主義やポ

スト植民地主義の観点から，さまざまな問題点や共生の困難を論じるものが多いように思

われる(4)。もとよりそうした観点から議論と研究を深めることは重要だが，そうした事情を

踏まえつつ複数の観点を提示することも必要である。 

日本語文献を見ると，翻訳による紹介も含めて，ヴェール問題とテロ事件が特に大きな関
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心を集めてきた様子を窺うことができる(5)。一方，フランス社会に暮らすムスリムの集団お

よび個人の多様性や日常生活についてはあまり知られていない。 

このような状況を踏まえ，本稿では以下のように互いに連関しつつ区別されうる 4 つの

系列に沿って，現代フランスにおけるイスラームをめぐる言説と研究動向およびその特徴

を提示したい。第 1 に，政治的側面，とりわけ治安問題である。テロ事件が頻発するなか

で，政策面でも研究面でも「原理主義的なイスラーム」や「過激なイスラーム」（イスラー

ム主義者）と「穏健なイスラーム」（「普通の」ムスリム）を区別する言説が支配的になって

いる。この区別は治安当局にとっては死活的に重要な問題だが，そもそもこうした区別の妥

当性や，事件の原因についての診断や対策については，研究者間でも見解が異なる。第２に，

社会的側面である。メディア報道や公共空間における議論では，イスラモフォビアの言説と

表象が溢れている。ところで，この「イスラモフォビア」という概念自体，用語の妥当性や

用い方の是非をめぐって研究者間でも複雑な議論がある。第 3に，思想的側面である。頻発

するテロ事件を背景に，イスラーム思想の過激化が起こっていると語られる一方で，イスラ

ーム思想の西洋化ないしフランス化も進行している。こうしたなかで「リベラルなイスラー

ム」が生成しつつあるが，この言葉で括ることのできる思想の内部にもさまざまなニュアン

スがある。第４に，日常生活の側面である。フランス社会の統合や包摂の理念のもとで，ム

スリムが実際には差別や排除の力学にもさらされていることは知られているが，そうした

なかでムスリムがどのような日常生活を送っているかの一端を近年の研究から提示する。 

政治的側面と社会的側面の前二者を「外から見たイスラーム」，思想的側面と日常生活の

側面の後二者を「内から見たイスラーム」と図式的に整理してもよいかもしれない。「外か

ら見たイスラーム」が，フランス社会がイスラームに対してどのような政策で向き合おうと

しているのか，ムスリムについてどのような言説を紡いできたのかに焦点を合わせるとす

れば，「内から見たイスラーム」は，イスラームの側がフランスの論理にどのように適応し

ようとしているか，ムスリムがどのような日常生活を送っているのかに注目する。もちろん

実際には「外から」の視線と「内から」の視線は入り組んでおり，単純に切り分けることは

できないが，両者の差異に注目し，「外から見たイスラーム」の表象を「内から見たイスラ

ーム」によって相対化し，切り崩していくような方向性が，現在の研究動向にも見られる様

子を本稿では示していきたい。 

さらに付言すれば，これら 4 つの側面すべてに関わる問題として，ジェンダーとセクシ

ュアリティの観点も意識しておく必要があるだろう。現代フランス社会は民主主義的で男

女平等の社会という自己認識を持っているが，このこととイスラームは権威主義的で女性

蔑視の宗教と見る傾向は連動している。 

1．政治的側面―頻発するテロ事件の診断をめぐって 

1990 年代のアルジェリア内戦を背景として，フランスでは 1995 年に武装イスラーム集

団（GIA）による連続爆破テロ事件が起きたが，2000 年代はムスリムを実行犯とする大き

なテロ事件は国内では発生しなかった。だが，2012 年に南西部ミディ＝ピレネー地域圏で

連続銃撃事件が起きると，2015年のパリの 2つの襲撃事件を頂点とする形で，頻発するテ
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ロ事件に見舞われることになる。2012 年から 2018 年までにシリアに渡ったジハード主義

者のフランス人は 2,000 人を上回り，これは一世代前にボスニアやアフガニスタンで戦っ

たフランス人の 100 倍に相当するという(6)。このような変化を研究者はどのように説明し

ているのだろうか。 

 

1-1 「イスラームの過激化」か「過激性のイスラーム化」か―ケペル，ロワ，ビュルガ 

現代イスラーム主義を専門とするジル・ケペルは，ジハード主義に 3 つの時代区分を設

けて「イスラームの過激化」を指摘する(7)。第 1期は 1980年代にさかのぼり，ジハード主

義者たちは自国のナショナリスト政権という「近くの敵」を打倒する戦略を採用していた。

第 2 の時代は 1990 年代で，欧米という「遠くの敵」を標的にしていた。その頂点が 2001

年の 9・11である。第 3 の世代の特徴は，中央指令機関が不在であることで，各地に散在

する同調者が自発的に小規模テロを起こす。そしてこの第 3 期ジハード主義の頂点をなす

のが 2015年のテロ事件である(8)。 

ケペルのアプローチは，「過激なイスラーム主義」のイデオロギーの系譜を，政治的・社

会的状況や技術の進展などと連関させながらたどることを特徴とする。多くの情報ととも

に思想の展開を再構成する手法は一定の説得力を備えているが，思想の連鎖から行動を説

明するやり方には疑問も残る。思想と行動は必ずしも連続体であるとは言えないからであ

る。また，「イスラームの過激化」に警鐘を鳴らす彼の立ち位置は，彼としては「ジハード

主義者」と「普通のムスリム」に区別を設けているつもりだとしても，イスラームそのもの

が過激化傾向にあるとの診断になっているため，ムスリム一般にレッテルを貼る効果を持

ちかねない。 

「過激なイスラーム主義」や「ジハード主義」の登場を「過激化」の観点からとらえるも

う一人の論者に，ファラッド・コスロカヴァールがいる。彼によれば，過激化とは，「政治，

社会，文化的な秩序を真っ向から否定」する「政治，社会もしくは宗教上の過激なイデオロ

ギー」に「一人の人間もしくは集団」が「直接つながって暴力行動に走る」「プロセス全体

を指す」(9)。コスロカヴァールは過激化の 2 つの要因として「貧しい環境」と「非人間扱い

されてきたトラウマ」を挙げる(10)。また，2013年のシリア内戦以来，ジハーディスムに加

わる若者は，郊外出身の貧困層のみならず中間層にも広がり，女性のジハード主義者も登場

してきたと論じている(11)。人類学者のドゥニア・ブザールは，若者が「洗脳」によって「過

激化」する過程を説明しつつ，「脱過激化」のプログラムを提案している(12)。 

このような「イスラームの過激化」を主張する議論に，イスラーム主義を研究する政治学

者オリヴィエ・ロワは「過激性のイスラーム化」というテーゼを対置する。イスラームのイ

デオロギーが過激化しているのではなく，昔から社会に存在してきた過激性がイスラーム

の顔で現われるようになったというのがロワの見方である。彼は次のように述べている。 

 

縦の系譜，つまり，クルアーンから出発して，イブン・タイミーヤ，ハサン・アル＝バ

ンナーを経て，サイイド・クトゥブやウサーマ・ビンラーディンにいたるまでの系譜を，

折に触れて表面化する不変的なもの（イスラームの暴力）を想定しながら論理づけるより

も，私には，横断的なアプローチのほうが適切とおもわれる。つまり，現代のイスラーム
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の暴力を，きわめて類似した他のかたちの暴力と過激性（世代的反逆，自己破壊，社会との

徹底的な断絶，暴力の美化，グローバル化した壮大な筋書きに取り込まれる孤立した個人，

終末論を説くカルト教団）と対比しながら，理解しようとこころみるほうを選びたい。(13) 

 

 ロワがここで「縦の系譜」を「想定しながら論理づける」やり方として暗に批判している

のが，ケペルの方法にほかならない。 

 ロワはまた，「ジハーディストたちの宗教的知識のとぼしさ」は明白とも述べている。た

しかに「ダーイシュのイスラーム」は預言者ムハンマドの言行録の伝統に根ざしているが，

「ジハーディズムのイスラーム」の基調にあるのは英雄主義の空想と現代の暴力である。

「ムハンマドの言行録に繋げて長い論証的分析をするなどということを，過激派のジハー

ディストはけっしておこなわない」(14)。 

ロワの見るところ，現代社会における宗教の過激な形態の背後にあるのは，連綿と続く宗

教的伝統ではなく，むしろそうした伝統的な宗教文化から切断される「脱文化化」の経験で

ある。ロワの見立てでは，郊外の若者のニヒリズムと宗教的教養の不在が，ジハード主義的

な暴力の温床になっている(15)。 

ケペルの議論は連綿と続く宗教的なテクスト解釈の流れのうちある過激な部分を取り出

して分析するものだとすれば，ロワの指摘は宗教社会学における世俗化論の知見に基づい

て現代社会における宗教事象の特徴を押さえている。ただ，ロワの見方だと，郊外の若者が

ある時点からイスラームの教えを守って倫理的に実践するようになる動きも，「過激化」の

指標とされてしまいかねないように思われる。 

 ケペルの議論とロワの議論は，イスラーム主義という現象の出現を説明するものとして

相補的と言われることがある。だが，政治学者のフランソワ・ビュルガは，ケペルもロワも

ムスリムの側に責任をなすりつけている点では同じであると批判し，非ムスリムである「私

たちの責任」を問い返すよう提案することで，第三の視点の在処を示している。 

 ビュルガの見るところ，エジプトをフィールドとするケペルは，イスラーム主義のプログ

ラムを記したテクストを基本資料とし，過激思想の読解を持ち味としている。テクスト分析

が中心なのは，研究の出発点において，サダト大統領暗殺に関わったイスラーム主義者たち

が投獄されていて，直接的なコンタクトを取ることができなかった事情と関係している。一

方，アフガニスタンやイランをフィールドとするロワは，アラブ世界の言語と社会をよく知

らない。にもかかわらず，ロワのテーゼである「過激性のイスラーム化」は世界全体に当て

はまるかのような本質主義的な一般理論に仕立てられているとビュルガは批判する(16)。 

 ビュルガ自身のフィールドはマグレブ（特にアルジェリア）で，フランスの植民地主義の

過去に由来するルサンチマンを有したムスリム同胞団系の活動家との出会いが研究活動の

原点にある。ビュルガは，ケペルに比べて反帝国主義的な傾向を持っているロワに最初好感

を抱いていたという。だが，ロワが 1992 年の著作『政治的イスラームの失敗』において，

イスラーム主義者たちが宗教の教義を字義通りに政治に適用するのを断念している点に注

目して「ポスト・イスラーム主義」という概念を性急に提示しているのを見て，ビュルガは

ロワが理論優位でイスラーム主義の現実をよく知らないと思うようになり，次第に立場と

分析の違いを意識するようになったという(17)。 
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 ビュルガに言わせると，ケペルやロワが見逃している本質的に重要な点は，西洋とイスラ

ーム世界のあいだには植民地支配に基づく歴史があり，その記憶が政治的に反復されてい

るということである。イスラーム主義者たちがイスラームの教義から戦闘的な解釈を引き

出してくるやり方は本質的に政治的なものであって，ケペルが主張するようなイデオロギ

ー的な性質のものでも，ロワが思っているように社会心理的な側面に還元されるわけでも

ない(18)。 

 植民地支配の歴史の重みを強調するビュルガは，このようにケペルとロワをともに批判

するが，それでもビュルガとロワを隔てる距離は，ビュルガとケペルを隔てる距離に比べれ

ば小さい。実際，ケペルにはイスラーム世界を支配する西洋人の植民地主義的な眼差しを保

持しながら「イスラームの過激化」を論じる傾向が顕著だとすれば，ロワが論じる「過激性

のイスラーム化」や郊外の若者の心的機構は，ビュルガが重視する植民地主義ないし脱植民

地主義の歴史の産物と見なすことができるだろう。 

 

1-2 新しい世代に受け継がれるケペルのアプローチと政策的関心 

 以上のように，イスラーム主義という現象を説明するケペル（1955年生まれ），ロワ（1949

年生まれ），ビュルガ（1948年生まれ）の立場はそれぞれ異なるが，政策的関心も高いこの

問題に関しては，パリ政治学院教授であり，またパリ高等師範学校に開設された中東・地中

海特別講座教授であるケペルの学術的影響力が圧倒的に大きい。フランス大学出版局（PUF）

の叢書「近東」はケペルが創設したもので，2004 年から 2017 年までに 23 巻が刊行され

た。この叢書の一冊『サラフィー主義とは何か』(19)の編者で 1966年生まれのベルナール・

ルジエは，2020 年の編著『イスラーム主義の獲得した領土』において，ヨーロッパの近代

とイスラーム主義を衝突構図でとらえている(20)。 

 ルジエはイスラーム主義を，「宗教としてのイスラーム，文化としてのイスラーム，イデ

オロギーとしてのイスラームに区別することの断固たる拒否」，そして「特殊な団体が促進

し解釈している宗教的規則の特別な体制に，社会空間さらには政治空間をしたがわせよう

とする関心」と定義する(21)。そして，このようなイスラーム主義が中東からどのようにフラ

ンスに入ってくるのかという問題設定で議論を進める。彼はイスラーム主義を，ムスリム同

胞団，タブリーグ，サラフィー主義，ジハード主義と 4つに分類し，これらが弁証法的な関

係に置かれていると論じる。たとえばジハード主義者によるテロが起きると，ムスリム同胞

団は過激派と戦う必要があると言って公権力に取り入ろうとし，サラフィー主義の指導者

はイスラームの「正しい」教えを説き，タブリーグのモスクはサラフィー主義に傾く。こう

した思想潮流の整理や，イスラーム主義を他者化する語りは，ケペル譲りのものと言える。 

 ユゴー・ミシュロン『フランスのジハード主義―地区，シリア，刑務所』は，ジハード

主義者へのインタビューを通して，フランスの郊外，マシュレク地域，刑務所の循環から生

成してくるジハード主義のダイナミズムを描き出している。ミシュロンは，同じような経済

的・社会的環境であっても，ジハード主義者が出てくる場合と出てこない場合があることに

注目する。たとえばパリ近郊のトラップからは 2015 年に 80 名がシリアに渡ったが，似た

境遇にあるシャントルー＝レ＝ヴィーヌからは一人も渡航者が出ていない。そこで彼は「な

ぜ若者たちはシリアにジハードに行くのか」という「過激化」についての問いを，「ストラ
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スブールとラッカ，ニースとイドリブ〔トルコ国境付近のシリアの街〕，リュネル〔南仏の

街〕とデリゾール〔シリア北東部〕を結ぶものは何か」という形で精緻化する(22)。このミシ

ュロンの本にケペルは序文を寄せており，ジハード主義の政治的・宗教的・文化的・社会的

論理を内側から正確にとらえる 1988年生まれの著者の力量を高く評価している。 

 「イスラームの過激化」にどう対処するかという研究者の問題関心は，政策的関心にも対

応している。独立系シンクタンクのモンテーニュ研究所は，イスラーム主義的な思想がどの

ように伝播するのかについて，制度，教育，テクノロジーやソーシャル・メディアなどに関

心を払っている。また，ベルギー，ドイツ，イギリスなどの近隣ヨーロッパ諸国におけるイ

スラーム主義運動とフランスにおけるそれとを比較している(23)。 

 マクロン大統領は「共和国と手を切る意志」を持つイスラームの「分離主義」を「敵」と

見定め，2021 年には共和国原理尊重強化法を採択し，治安重視を重視するライシテの「再

強化」を進めている。ライシテの基本原則は信教の自由の保障と政教分離だが，治安維持の

名の下に，宗教とりわけイスラームに対する管理と統制を強めようとするライシテのもう

ひとつの側面が前景化している。「イスラームのフランス化」を進めたい政府にとっては，

イマームの養成や機能不全に陥っている代表機関の再建が焦点となっている(24)。 

2．社会的側面―蔓延するイスラモフォビア 

 フランスのムスリムはどのような集団を形成しているのだろうか。この問題は，政策にも

思想潮流にも日常生活にも関係してくる社会レベルのテーマであり，集団や組織形態の多

様な現実を制度に着目して論じる研究もある(25)。しかし本稿では，言説を通してのムスリ

ムの社会的表象とりわけイスラモフォビアの問題を取りあげることにしたい。 

 

2-1 社会的表象の構築の歴史と現実との差異 

 ジャーナリストのトマ・デルトンブは，『想像上のイスラーム―フランスのメディアに

よるイスラモフォビアの構築』において，テレビが「想像上のイスラーム」を作り出してき

たことを，3つの時期に分けて論じている。 

 第 1期は 1970年代半ばから 1980年代末にかけての時期で，石油危機とイラン革命とい

う国際情勢の変化のなかでイスラームへの注目が高まった。フランス国内におけるムスリ

ムの定住化が加速するなかで，テレビは「フランス人」と「外国人」を区別する語り方を採

用した。1980年半ば頃から，「統合」の失敗の責任を移民に負わせ，イスラームに敵対的な

言説が現われる。1989 年にラシュディ事件とスカーフ事件が起きると，フランスのイスラ

ームは周辺的な社会問題から一気に社会の中心的な関心事に移動する。「イスラーム共同体」

があたかも一枚岩であるかのように語られていたのが特徴的である。 

 第 2 期は 1990 年代で，フランス社会に適合する「フランスのイスラーム」（islam de 

France）を構築することが中心的な課題になった。東西冷戦に代わり西洋対イスラームと

いう対決構図が生まれ，ホメイニのイランに続いてサダム・フセインのイラクとアルジェリ

アのイスラーム主義者がフランス・メディアの「敵」となった。テレビはフランスの「イス

ラーム共同体」を「穏健派」と「イスラーム主義者」に分け，両者の「アマルガム」を避け
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るようにと強調した。 

 第 3期は 2001年の 9・11以後で，テロ事件報道が重みを増す。視覚メディアとしてのテ

レビは，いわば事件を「準備中」の「見えない敵」を提示できず，出来事をスペクタクル化

しがちである。「共和国」が社会問題を解決する鍵概念としての期待を背負い，「イスラーム

共同体」はイスラーム主義によって内側から蝕まれているという語りが支配的になった(26)。 

 このようにムスリムを「他者化」するメディアの眼差しのもとで，イスラモフォビアが社

会に蔓延する。社会学者・政治学者のヴァンサン・ジェセールは，2001 年の 9・11 以後，

ヨーロッパ諸国全般でイスラモフォビアの新しい波が見られるようになったが，フランス

社会におけるイスラームをめぐる議論は他国以上に情動的であると指摘する。それはフラ

ンスのイスラモフォビアには植民地帝国時代の過去にさかのぼる歴史の厚みがあるからだ

が，ジェセールはもともと植民地主義に批判的だった知識人でさえもが，イスラームの「蒙

昧主義」と「原理主義」と闘うという言説を紡ぐに立ち至っている逆説的な事態に「新しい

イスラモフォビア」の特徴を読み取っている。政治家も治安の専門家も知識人も民衆も，自

分が批判しているのはイスラームという宗教やその信者ではなく，イスラーム主義とその

形式だとしばしば主張するが，ジェセールは実際にはイスラームという「宗教」が「私たち」

と「奴ら」を区別する指標に仕立てられていると喝破する。このような状況において，共和

国のエリート候補であるような一部のムスリムは，人びとがイスラームに対して恐怖や嫌

悪を抱いている様子を見ながらキャリア形成を進めるため，「イスラモフォビアのムスリム」

とも形容すべき類型が出現してくる(27)。 

 このようにやや複雑な類型が生成してくるのも，イスラモフォビアが社会全体に瀰漫し

ていて，人びとがイスラームという宗教に脅威を感じているからである。エリック・ゼムー

ル，アラン・フィンケルクロート，ミシェル・トリバラ，クリストファー・コールドウェル

など，フランスやヨーロッパの「イスラーム化」をまことしやかに喧伝する言論人は極右の

みならず広い範囲で認められる。だが，宗教社会学者のラファエル・リオジエは，フランス

やヨーロッパが「イスラーム化」しつつあるという言論には根拠がないと主張する。『イス

ラーム化の神話』は，イスラームそれ自体について扱った本ではなく，「私たち」がイスラ

ームに注ぐ「視線」を問題化し，幻想と現実の落差を明らかにしようとする本である。 

 リオジエは，フランスやヨーロッパの「イスラーム化」を語る論者たちのシナリオを反駁

する。たとえば，大都市のムスリム人口が増加していることから，「ムスリムが地区を占拠

している」と言われたりするが，実際には一部に集中的に居住しているだけである。「郊外

在住のムスリムによる不良行為が増えている」という語りに対しては，郊外の不良とムスリ

ムのあいだには必ずしも連帯意識はないと反論する(28)。イスラームそのものは不良化と関

係なく，むしろ郊外にイスラームを配備することで，若者たちがアノミーや目的の不在から

抜け出し，新しい規範と倫理に沿った生活を営むことが期待できるとリオジエは主張する。

また，「危険な地区（quartiers sensibles）では無教養が蔓延し，過激なイスラーム主義者や

潜在的なテロリストが生まれる」と言われるが，リオジエはプロテスタントの福音派も同様

の条件下で急成長しているのに，なぜ危険視されないのかと問う。リオジエの見るところ，

イスラームは宗教であることにかけては他の宗教と同じであって，過激派もいれば穏健派

もいる。特にイスラームが問題とされるのは，イスラームの本質によるものではなく，歴史



宗教学年報 XXXIX 

- 29 - 

的な経緯による。イスラーム主義は，西洋近代と本質的に相容れない異質なものではなく，

西洋近代に対する反応の産物である。リオジエは，イスラームが公的制度のシステムの機能

不全を埋めて，社会関係資本として公共的な役割を果たしている面もあると指摘する(29)。 

 

2-2 「イスラモフォビア」概念の有効性をめぐって 

 フィリップ・ディリバルヌの『イスラモフォビア―イデオロギー中毒』は，「イスラモ

フォビア」という概念はまやかしで有害であると主張する。西洋がイスラーム世界を全面的

かつ盲目的に憎悪しているというのは神話であると著者は言う。西洋はイスラモフォビア

だという言説が本当だとしたら，西洋で暮らすムスリムはみなひどい扱いを受けていると

いうことになってしまうが，実際には西洋で暮らすムスリムの多くはきちんと生活が成り

立っており，恵まれた地位に就く者もいる。イスラモフォビアの社会においてムスリムが敵

意にさらされている被害者であるというイメージは，ムスリムから責任の感覚を奪うこと

になるとともに，イスラーム主義者の野望の実現に有利にはたらいてしまう。著者は，現代

のイスラモフォビア言説がポスト真実の時代において発せられていることに注意すべきで

あると述べている(30)。 

 ディリバルヌは，イスラモフォビアの言説が，西洋社会とイスラーム世界の出会いの現実

を厚いヴェールで覆ってしまっていることに苛立っている。彼は言う。イスラモフォビアの

言説は西洋社会全体が反イスラーム的という語りになっているが，実際には西洋社会はイ

スラームに対して非常にニュアンスのついた視線を投げかけている。精神の探究という宗

教に固有の領域，ラマダーン期間中の断食や祈りなどに着目すると，イスラームはきちんと

受け入れられている。一方，身体や精神に強制力を加えるようなイスラームの側面，とりわ

け良心の自由の否定や，女性差別の面は西洋社会に受け入れられない。このような状況にお

いて，西洋に定住しているムスリム男性の多くは女性を平等と見なし，妹や娘が非ムスリム

と結婚することも認めているし，多くのムスリム女性は信仰を服装の問題であるとは考え

ていない。しかしながら一部のムスリムは，おそらくはイスラーム的秩序が拒否されている

からこそ，その点にこだわり，イスラームに対して忠実であることは，個々人の内面の問題

であるだけでなく，社会秩序にも関わると主張する。このような形で西洋を拒絶することが

西洋社会に敵対的な反応を生み出している(31)。 

 ディリバルヌによれば，西洋の「宗教」概念は精神的なものであって，このような宗教概

念が文化的・宗教的多様性の共生を可能にしてきたが，社会秩序と切り離せないという宗教

が出現するとこの前提が揺らぐ。西洋世界はムスリムに対し，イスラームのある側面は西洋

においても首肯されるが，別の面はそうではないとはっきり告げるべきだと彼はいう。ディ

リバルヌの主張は，知的・認識論的に言えば，西洋近代的な「宗教」概念の限界を示すもの

ではあるが，社会的・実践的に言えば，その特性において実現できる和平があることを，ホ

スト社会の側から説くものと言えよう。 

 ディリバルヌの「イスラモフォビア」概念批判が，共和国のライシテに合致するイスラー

ムの宗教実践の自由は保障されていることを強調するものだとすれば，メディアなどでの

露出度の高い共和主義者の一部が「イスラモフォビア」概念を批判するのは，ムスリムがフ

ランス社会で差別されていると感じた際にこの言葉をレッテルのように持ち出すことで，
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イスラームを批判すること自体を拒否する言葉になっているからというものである。彼ら

彼女らは，「イスラモフォビア」という語は 1979 年のイラン革命の頃に原理主義的な宗教

指導者たちがイスラームに対する一切の批判を許さないために考案されたと主張する。 

 これに対し，『イスラモフォビア―フランスのエリートたちが「ムスリム問題」をいかに

構築するか』の著者ブドゥラリ・アジャットとマルワン・ムハンマドは，共和主義的なイデ

オローグである彼ら彼女らの主張は誤りであると指摘する。アジャットとムハンマドによ

れば，「イスラモフォビア」の語を初めて使用したのは 20 世紀前半の植民地行政官や民族

学者たちで，効果的な植民地統治のためにはイスラモフォビアは逆効果という語りにおい

て用いられた。アジャットとムハンマドは，支配者側の言説を批判的に分析する立場から，

「全体的社会的事実」としてのイスラモフォビアの内実を明らかにしようとしている。2人

の著者は，イスラモフォビアを人種差別のイデオロギーとして，また人種化・他者化のプロ

セスとしてとらえている。さらに，地球規模での歴史的・地理的な観点から論じること，そ

してジェンダーやセクシュアリティの問題に接続する問題としてとらえることを提案して

いる(32)。 

「イスラモフォビア」（islamophobie）概念は，「反ユダヤ主義」（antisémitisme）との類

似と差異においても検討される必要があるだろう。フランスのライシテは，反教権主義的な

宗教批判の伝統に根差しながら人権を擁護するもので，ユダヤ人やムスリムに対する人格

的中傷は犯罪になるが，ユダヤ教という宗教やイスラームという宗教の教義や制度は批判

の対象となる。この点はユダヤ教もイスラームも同様だが，「反ユダヤ主義」は人種差別と

して犯罪となるのに対し，「イスラモフォビア」は語義的にはイスラームを嫌悪することで

あって，それ自体では犯罪にはならないという違いがある。そのため，現代フランスにおい

ては，自分のことを反ユダヤ主義者と規定する者は基本的にいないのに対し，開き直って自

分がイスラモフォビアであることを公言する例は見られる。 

 以上のように，現代フランスでは「イスラモフォビア」概念を社会的な議論や研究におい

て用いることの適否そのものが論じられるという複雑な様相を呈している。ヴァンサン・ジ

ェセールやアジャットとムハンマドが主張するように，現代フランス社会には歴史的経緯

に由来するイスラモフォビアが蔓延していることは否定しようのない事実である。にもか

かわらず，共和主義的なイデオローグやディリバルヌのように，「女性差別の宗教」や「危

険なイスラーム主義」と闘うことは当然で，これはイスラモフォビアではないとの主張もあ

る。そうしたなかで，人権の理念に依拠したイスラモフォビア撤廃のための闘いが，「原理

主義的なイスラーム主義者」との共謀と見られたりもする(33)。また，ラファエル・リオジエ

のように，イスラモフォビアは言説としての社会的表象であって，現実にはムスリムとの共

生が一定程度以上実現されていることを強調する見方もある。 

3．思想的側面―「リベラルなイスラーム」のグラデーション 

 現代フランスにおいて見られるイスラームの思想的潮流は多様である。「過激なイスラー

ム主義」に関しては，ベルナール・ルジエがムスリム同胞団，タブリーグ，サラフィー主義，

ジハード主義の 4 つに類型化していることをすでに述べた。ここでは「過激なイスラーム
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主義」と対極をなすような「リベラルなイスラーム」について扱いたい。「過激なイスラー

ム主義」は治安の観点から警戒や取り締りの対象となるが，「リベラルなイスラーム」には

共和国とムスリムの共生を可能にするものとして期待が寄せられている。 

 しかしながら，そのような「リベラルなイスラーム」の内容を実体的に規定するのは難し

い。『リベラリズム後のイスラーム』の編者によれば，西洋近代のリベラリズムとイスラー

ムをめぐる議論は少なくとも 1 世紀半にわたる蓄積がある。西洋近代の基調をなすリベラ

リズムは，植民地主義と手を携えていたこともあって，イスラーム世界においては抑圧装置

にも解放の手がかりにもなってきた。リベラリズムの度合いは，政教分離，非ムスリムの権

利，女性の地位などの指標によって評価されてきたが，総じて言えば，イスラーム世界は政

治的なリベラリズムを受け入れなかった反面，宗教思想や文化の面ではリベラリズムの影

響を受けずにはいられなかった(34)。第二次世界大戦後，西洋へのムスリム移民が増えると，

リベラリズムとイスラームの関係は，西洋の世俗社会において宗教的背景を持つマイノリ

ティ市民の問題として提起された。冷戦終結前後よりリベラルなムスリムと称する当事者

が活動を展開しているが，リベラリズムとイスラームの組み合わせは多様である。 

 

3-1 「穏健派」や「改革派」の主張とそれへの眼差し 

 「穏健派」ないし「改革派」を自称し，西洋とイスラームのあいだを取り持つ存在として

注目と期待を集める一方で，信教の自由を保障する西洋のリベラリズムを利用してイスラ

ーム主義を広めることが真の目的ではないかと警戒を掻き立てた人物として，やはりタリ

ク・ラマダンの名に言及しておくべきだろう(35)。ムスリム同胞団の設立者ハサン・バンナー

の孫としてスイスに生まれ，ヨーロッパ特にフランスで活動を展開した彼は，ライシテと適

合するイスラームを唱えつつムスリムには信仰者として覚醒するよう説いたため，テレビ

カメラの前では「リベラル」のように振舞っているが実際には「原理主義者」であるとの批

判も集めた(36)。若いムスリムたちのあいだで絶大な人気を誇ったが，＃MeToo 運動が盛り

あがるさなかの 2017年，過去に性暴力を振るっていたとの告発を受けて，一線を退く格好

になっている。 

 モロッコに生まれ，ムスリム同胞団系の UOIF の設立に関わったあと，ボルドーのイマ

ームとなったタレク・ウブルも，「穏健派」ないし「改革派」と目されており，クルアーン

の字義主義的な解釈にこだわる者たちからは疎まれている一方で，ホスト社会の一部から

は警戒の目で見られている。タリク・ラマダンが，ライシテが保障する信教の自由に依拠し

てイスラームの信仰実践が認められるべきだと主張しているとすれば，ウブルはよりライ

シテの枠組みに適合するリベラルなイスラームを模索する線を強く出している(37)。 

 ウブルによれば，ライシテとは無神論のことではなく，良心の自由と宗教実践の自由を保

障する共和国の一面である。「宗教による解放」というよりは「宗教からの解放」というニ

ュアンスを強く持つのがライシテだが，イスラームにも聖典と理性，宗教的なものと政治的

なもの，世俗的なものと精神的なものの弁証法的関係という意味での世俗化の概念は存在

する(38)。イエスが述べたとされる「カエサルのものはカエサルに」は，キリスト教にライシ

テの発想があることの引き合いによく出されるが，ウブルはこの言葉が皇帝に税金を支払

うべきか否かという問いでイエスを罠にかけようとした者に対する戦略的な回答として発
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せられた文脈に注目し，ポイントは政教分離よりもイエスの教えが社会秩序を乱すもので

はないことを強調する点にあったとする。イエスを待ち受けていた運命は，ダビデやソロモ

ンのように政治的主権を行使することではなかったが，キリスト教において政治的権力と

精神的権力が分離されているかは微妙である。歴史的にもキリスト教は長いあいだ政治権

力と密接な関係を保ってきたし，イエスを神と見なす受肉の神秘は，人間の世界と神の世界

の秩序の分離を取り払うものである。ウブルはこのように述べて，ユダヤ＝キリスト教には

預言者にして王という考え方があるが，宗教と政治が一致すると思われているイスラーム

には実はこの観念がないことを浮かびあがらせる。たしかに預言者ムハンマドはメディナ

で行き掛かり上この世での指導者になったが，政治上の称号は持たなかった。神学と法と政

治の問題が浮上したのは，ムハンマド亡きあとの後継者問題においてである。スンナ派では，

政治的統治者は非の打ちどころのない宗教性が求められるが，道徳的に過誤を犯しても政

治統治能力はあると見なされ，カリフの地位は揺らがない。一方シーア派では，預言者の後

継者は神に選ばれたものと考えられており，神権政治的な国家観が見られ，これはローマ＝

カトリック教会における教皇の無謬性の考えに似ている(39)。このように，ウブルはキリス

ト教とイスラームの差異を浮き彫りにしつつも両者を近づけ，キリスト教を政教分離に，イ

スラームを政教一致に帰着させるような議論の裏をかくことで，イスラームにも世俗化や

ライシテや民主主義に馴染む面が十分にあることを強調している(40)。 

 イスラームは女性蔑視の宗教であるという通念に対しては，ウブルはイスラームの原則

は男女の存在論的な平等を想定しているが，この原則はある特定の歴史的状況において法

的・規範的な形を取るようになったという理解を示している。そのため，女性が男性とより

平等で公正な関係を構築している現代においては，クルアーンの規範を時代の条件により

適合したものにしていく必要があると主張する(41)。 

 このようにウブルは，イスラームがフランス共和国の価値であるライシテや民主主義や

男女平等と適合的なものでありえること，またそのためにイスラームを改革することが急

務であることを訴えている(42)。しかしながら，ムスリム同胞団系の来歴を持つウブルはも

ともと「カリフ制再興」を義務と考えていた人物であり，それを 2001年の 9・11後の状況

のなかで「タキーヤ」，すなわち本音を表立って表明せずに秘匿するようになっただけで，

「言葉は変わったが，イデオロギーは変わっていない」と彼への警鐘を鳴らし続ける意見の

持ち主もいる(43)。 

 

3-2 「啓蒙主義的なイスラーム」と「イスラームの新しい思想家」の系譜 

 自称他称を問わず，「穏健派」や「改革派」のイスラームは，フランス社会との共生を可

能にすると期待を寄せられる一方で，「伝統主義者」や「過激派」からも，またホスト社会

であるフランスの一部の人びとからも，疎まれ警戒される傾向がある。この構図を踏まえた

うえで，以下では理性をより重視し，啓蒙主義的な批判精神や学問的なアプローチを自覚的

に取り込んだリベラルなイスラームを主張する何人かについて見てみたい。 

 アルジェリア出身の哲学者で宗教人類学者のマレク・シェベルが著わした『啓蒙主義的な

イスラームのためのマニフェスト』は，クルアーン「光の章」の章句「神は天地の光（lumière）

である」（24：35）に依拠しつつ「啓蒙主義的なイスラーム」（islam des Lumières）を唱え
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るものである。シェベルは，クルアーンなどの法源を現代の社会の実情に合わせて解釈し直

すイジュティハード（ijtihad）を超えて，イスラームの改革を促進するための 27の命題―

信仰よりも理性を重んじる，良心の自由と思想の自由をイスラームの徳にする，共同体より

も個人を優先させる，女性の地位を向上させるなど―を提示するアプローチを採用して

いる。彼の考えでは，イスラームを愛していればこそ深い改革も可能になるのであって，一

方では宗教指導者の言うことを鵜呑みにする多くの人びと，他方では活動的なイスラーム

主義者に抗して，「市民の感覚」に訴える「共和主義的」なイスラームを構想している(44)。 

 モロッコ出身の思想家ラシッド・バンジーヌは『イスラームの新しい思想家たち』におい

て，19世紀半ばから 20世紀前半にかけて活躍した「改革派」ないし「近代主義者」―ア

フガーニー（1838〜1897），ムハンマド・アブドゥフ（1849〜1905），ラシード・リダー（1865

〜1935）などがビッグ・ネーム―は，同時代のムスリムたちの信仰実践のあり方を批判

して近代的なイスラームを唱えたが，それは近代的な学問の観点からイスラームを批判的

に検討するものではなかったと述べている。これに対して「新しい思想家」は，イスラーム

を近代にどう適合させるかよりも，イスラームがいかに歴史的に構築されてきたかを系譜

学的な観点から批判的に見直し，イスラームそのものを再考しようとしている。「近代主義

者」は，西洋近代の技術や様式を前にして，イスラームの価値やモラルと齟齬をきたさない

かぎりにおいて受け入れるという妥協の線を探ったとすれば，「新しい思想家」は，イスラ

ーム社会の近代は西洋近代のモデルとは異なるという理解の地平に立ち，科学技術の進展

と結びついた西洋近代自体をも批判の対象に据えている。そのような批判的精神を持った

「新しい思想家」は，人文社会科学の手法をイスラーム研究とテクスト解釈に持ち込んでい

るが，そうしたアプローチは必ずしも信仰実践の継続を困難にすることはなく，むしろ新た

に支え直すことになっている(45)。 

 シェベルの著作とバンジーヌの著作の両方で言及されているフランスのイスラーム学者

がムハンマド・アルクーンである。「応用イスラーム学」（islamologie appliquée）の提唱者

として知られる彼は，先行世代のオリエント学者であるルイ・マシニョンに見られたような

研究対象への共感の手法とは手を切り，フーコーの考古学の問題意識を取り入れて，クルア

ーンや他の聖典の形成過程には政治権力を正統化する関心がはたらいていたと論じた(46)。

マレク・シェベルの議論の特徴が，イスラームにも西洋啓蒙主義に比すべき神秘主義的な

「照明」の誘因（ferments « illuministes »）があったと強調する点にあるとすれば，アルク

ーンの「ユマニスム」の特徴は，神聖とされるイスラームの教義がいかに成立し，政治的に

利用されてきたかを人文諸科学の手法を用いて人間の歴史において文脈化し，系譜学的に

明らかにすることにある(47)。アルクーンは，2000年代のフランスにおけるイスラーム研究

の金字塔とも言うべき『フランスにおけるイスラームとムスリムの歴史』の編者でもある(48)。 

 アブデヌール・ビダールは，「公式のイスラーム」が正統化されるプロセスに批判的な眼

差しを向ける態度をムハンマド・アルクーンから受け継ぎながら(49)，さらに実存主義的な

問題意識を持ち込んでいる。ムハンマド・アルクーンの主要な関心が，神聖と見なされてい

るテクストが実際には宗教による政治的統制の正統化に用いられて人びとを欺いているこ

とを暴くことにあるとすれば，アブデヌール・ビダールの関心はむしろテクストの原初的な

意味の豊かさを価値として取り戻し，個人の自由を重んじるイスラームのあり方を唱える
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点に向けられている(50)。ビダールは，「カリフ」を地上における神の「代理人」（lieutenant, 

représentant）とする一般的な解釈を斥けて，人間を神の力を受け継ぐ「後継者」（héritier, 

successeur）と位置づける。そして，イギリス領インドを生きたイスラーム思想家ムハンマ

ド・イクバールに倣いつつ，硬直化した宗教と精神性を評価しない世俗の双方をライシテの

批判精神に基づくスピリチュアリティによって打破しようとしている(51)。 

 フランス初の女性イマームとして知られるカヒーナ・バフルールは，1990 年代のアルジ

ェリア内戦でイスラーム主義が台頭するのを間近で見て「宗教」からは遠ざかる一方，人文

社会科学の手法に基づくイスラーム学を学び，ライシテに適合する男女平等の「スピリチュ

アルなイスラーム」を唱えている(52)。 

 以上のように，一口に「リベラルなイスラーム」と言っても実際にはさまざまなニュアン

スがあるが，最大公約数的にとらえるならば，イスラームに対して啓蒙主義的な理性を行使

し，ライシテや民主主義や男女平等といったフランスの社会規範と合致するようなイスラ

ームのあり方を模索するものとまとめることができるだろう。一九世紀のフランスにおけ

る反教権主義的な宗教批判は信仰実践の維持をしばしば困難にしたが，バンジーヌが指摘

するように，現代フランスにおいてリベラルなイスラームがこの宗教に対して向ける批判

精神は，信仰実践を不可能にするよりは，むしろ新たな地平において位置づけ直す格好にな

っている。宗教研究においては，しばしば主観的／客観的，規範的／記述的といった指標に

よるアプローチの区別がなされるが，アルクーンのような研究は記述的でありながら系譜

学的な批判の実践でもある。ビダールやバフルールにおいて顕著なように，学問研究と信仰

実践の境界が必ずしも自明ではなく，むしろ密接に結びついているところにもリベラルな

イスラームの特徴の一端がある。このことは，イスラームにおいてはムスリムが信仰実践を

離れることはよくないとされていることのみならず，世俗主義的なリベラリズムが変容を

遂げて権威主義化しつつあることともおそらく関係している。ある意味では学問研究と信

仰実践の組み合わせが新たな批判的な意味を持ちうる文脈が形成されているのだろう。 

4．日常生活の側面―「普通のムスリム」が置かれている状況 

現代フランスではイスラームに関する言説や表象が「イスラーム主義」や「過激派」に集

中しがちだが，「リベラルなイスラーム」の掘り起こしに加え，「サイレント・マジョリティ」

である「普通のムスリム」の日常生活に注目した研究の進展も，ムスリムとの共生を展望す

るフランス社会にとって重要である(53)。 

 『日々のムスリム』の著者ニルフェル・ギョレによれば，現代フランスおよびヨーロッパ

における「普通のムスリム」は，比較的若く活動的で，多様な職業に従事しており，中流階

級に属する者も多い。彼女がインタビューしたムスリムの多くは，シャリーアの観念をあま

り持っておらず，彼ら彼女らにとってフランスやヨーロッパでイスラームの信仰実践を生

きるとは，世俗的な法や価値観との折り合いをつけるだけでなく，イスラームの法規範の再

検討を意味しているという。主体が自覚的にみずからの信仰を選び取り，意識的に実践を構

築している様子が 2000年代以降は顕著で，ムスリムとしての信仰実践と世俗的価値観を両

立させようとしている(54)。彼ら彼女らの宗教実践は社会的に不可視であるわけではなく，
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むしろ公共空間において可視化されやすい状況のもとに置かれている。社会的な公論にお

いても登場してくることがあるが，男性はイスラームの神学の知識に基づいて発言するこ

とが多いのに対し，女性は個人的に生きられたイスラームの親密な経験について話したり，

世俗的価値を擁護してイスラームに批判的だったりすることが多いとギョレは指摘する(55)。 

 ムスリムが営む日常生活の諸相は当然ながら幅広い。衣食住の観点から言えば，ヴェール

の着用をめぐる問題，ハラール食品，郊外の住環境，モスク建設などのテーマが(56)，生老病

死の観点から言えば，病院や墓地などのテーマが思い浮かぶ(57)。教育の問題も重要で，世俗

の学校内外における宗教教育の内容や伝達方法，またイマーム養成や軍隊での兵士の養成

も興味深いテーマである(58)。日常と非日常の双方にまたがる宗教的生活が具体的にどのよ

うに営まれているのかも，明らかにされる必要があるだろう。非行や軽犯罪など社会規範か

らの逸脱も，一部のムスリムの日常を構成していると言える。これらはそれぞれ社会の議論

や政策の問題ともつながっている。このように，ムスリムの日常と一口に言ってもその奥行

きは深く，ある意味では際限がない。比較的研究が進んでいるテーマもあれば，立ち遅れて

いるテーマもある。ここでは，一定の研究蓄積があるとともに，研究の争点や展開の様子が

わかるものを 3つに絞って取りあげたい。 

 

4-1 ともに増加する「改宗者」と「棄教者」 

 第１に，ムスリムがイスラームという宗教ないし文化とどのような関係を取結び，どのよ

うな距離を取っているのかという問題である。現代フランスに暮らすムスリムには「再イス

ラーム化」と「脱イスラーム化」という一見正反対の動きが同時に起こっている。 

 社会学者のアメリ・ピュズナ―彼女自身は非ムスリムである―は，イスラームに改宗

したパリ近郊在住の男女にインタビュー調査を行なっている。「改宗」とはこの場合，非ム

スリムがイスラームに入信することのみならず，周囲からムスリムと見なされる者が自覚

的にイスラームの信仰実践を深めることも含んでいる。現代フランスにおいてイスラーム

に改宗することは，社会の主流にあえて逆行し，挑戦することを意味している。なぜ，人び

とから疑念を抱かれるようなリスクをわざわざ自分から背負いに行くのだろうか。改宗経

験者は基本的に自分が改宗したことを，社会一般に流通している考え方を転倒するポジテ

ィヴなものとして受け止めている。イスラームに改宗することは，経済的に貧しい郊外の空

間に存在している象徴的資源を自分のものにする経験である。改宗者は自分自身の改宗を

あくまで個人の選択によるものと語るが，著者はカップルや家族における改宗が多いこと

に注目し，改宗を正当化するレトリックの意味を問いただしている。著者の見るところ，イ

スラームへの改宗現象は，グローバル化と連動した再イスラーム化と，フランスに暮らす若

いムスリムたちの社会に対する異議申し立てのプロセスという文脈のなかにある。 

 改宗者たちは，宗教資本を所有することによって，移民出身の人びとを疎外ないし排除し

ようとする社会の風潮に抵抗しようとする。グローバル化と連動した現代のイスラーム刷

新の動きに同調することは，イスラームを価値の源泉として，社会の支配潮流に抗うことを

意味している。ところでピュズナは，郊外のムスリムがイスラームを再び選び取るような改

宗現象は，社会の支配潮流のみならず，親世代の文化からも距離を取る動きを示唆するもの

だと指摘する。つまり改宗者のイスラームは，移民としてフランスに定着してきたムスリム
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家庭のイスラームとは異なっているというのである。改宗者は出自の家族たちが共有して

きた文化としてのイスラームから距離をとり，聖典解釈を重視するイスラームを選択し直

す。ここには現代社会を特徴づける「脱文化化」の動きが見られる。 

 これは普遍主義的なイスラームの理念の模索でもある。イスラームという共通の大義を

共有することによって，社会階層，性別，人種，エスニシティ，文化，出身国や地域の違い

などを克服しようとすること。だが実際には，こうした違いを乗り越えることは困難で，改

宗者はイスラームを脱伝統化しつつ，多様なムスリムの一角を形成している(59)。 

 改宗者の増加が「イスラーム化」または「再イスラーム化」の動きを示す一方，統計調査

によれば現代フランスではムスリムを両親とする者の 15％はいわゆる「無宗教」に分類さ

れる回答をしている。ムスリムの「過激化」や「共同体主義的なアイデンティティの引きこ

もり」が吹聴される一方で，ムスリムがイスラームから離れる動きが静かに進行しているこ

とに注目した研究に，ウセム・バンタベの『イスラームの放棄』がある(60)。 

 「背教」（riddah）の問題を神学的にどう扱うべきかについては，イスラーム法学者たち

によってもまだ決着がついていない。古典的なイスラーム法によれば，「背教者」（apostat

／al-murtadd）と見なされたムスリムは死刑に値する。フランスおよびヨーロッパに暮ら

すムスリムも，自分がイスラームを「棄教」したと公言すれば，「原理主義者」たちによっ

て死刑の適用を宣言され，命を狙われるおそれがある。そのため，信仰実践から消極的ある

いは積極的に離れた「元ムスリム」（ex-musulmans）は，あえてそのことを言わず，慎まし

やかにしていることも珍しくない。そうした場合は，当人自身の主観としてはもはやムスリ

ムではなくても，周囲からはムスリムと見なされがちである。別の場合においては，「元ム

スリム」がイスラームに対して戦闘的な態度を取ることもある(61)。 

 バンタベは，現代フランスに暮らすムスリムの一部がイスラームから離れていくことに

つき，彼ら彼女らにとってはイスラームという宗教の教義にもはや受け入れ難いものがあ

ることと，フランス社会の世俗的環境という要因を挙げている。また，イスラームから離れ

ていくプロセスについては，イスラームの宗教実践をあまりしなくなる，他の宗教との組み

合わせを試みる，宗教実践から完全に離れていくと 3段階でモデル化し，「棄教」にも消極

的な場合と積極的な場合があると整理している。そして，「元ムスリム」が必ずしも解放感

を味わい自由を享受しているわけではなく，むしろしばしば心理的な傷を背負っているこ

とを強調している。バンダベは，イスラームにおける「棄教」や「無神論」の問題は現在で

もタブー視されているが，少しずつ変化の兆しも見えており，こうしてイスラームに対して

距離を設ける動きが，イスラームに対する新しい関係の生成を意味しているかもしれない

と述べている。 

 以上のように，現代フランスにおいては，ムスリムがイスラームの宗教実践を深めていく

動きも，そこから遠ざかる動きも存在する。イスラームは「改宗者」を引きつける求心力と

しても，「棄教者」を生み出す遠心力としてもはたらいている。 

 

4-2 ハラール食品―食生活の共同体主義化か個人主義化か 

 第２に，ハラール食品をめぐる問題である。フランスでは 2010年前後より，この問題が

メディアの注目を集めるようになった。あるテレビのドキュメンタリー番組が，ハラールの
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肉製品として売られているものが実際にはイスラームの屠殺儀礼に則しているものではな

いと報じると，ムスリムの専門家がより厳重な食品管理を求めるようになった。ファースト

フード店のクイックがムスリムの顧客を意識して，ハンバーガーにはハラールの肉のみを

使うと宣言すると，この会社の経済的合理性を追求する企業戦略は，フランス社会の「イス

ラーム化」の印とされた。2012 年の大統領選挙ではマリーヌ・ルペンが，フランス人は知

らずにハラールの肉を食べさせられているという趣旨の発言をした。学校の給食ではハラ

ール食品を提供しないとムスリムの子どもが食べないと言われ，宗教的儀礼に則した屠殺

は信教の自由か動物の権利かという構図でしばしば語られてきた(62)。 

 ヨーロッパのハラール市場を研究する人類学者フロランス・ベルゴー＝ブラクレは，食の

問題を生物・環境・社会に関わる「全体的社会事実」ととらえている。フランスのハラール

市場は年間約 55億ユーロの巨大市場で，宗教実践の濃淡に関わりなく，ムスリムの大部分

はハラール製品を購入し消費している(63)。彼女によれば，経済学者は宗教事象を扱うのが

しばしば苦手で，宗教学者は経済理論に疎い傾向があるが，ハラール市場は宗教的現象であ

ると同時に経済的現象であり，両者は切り離せない。その意味で，このテーマは宗教学と経

済学の両分野の知見を必要とし，また新しい研究の地平を切り開きうるという。 

 ベルゴー＝ブラクレによれば，20 年前のフランスでは「ハラール」という言葉はほとん

ど知られていなかったという。ハラール市場は 2000年前後に形成された最近の発明であっ

て，宗教的伝統に基づいているわけではない。著者はこの新しい動向に，市場開放を志向す

る新自由主義的経済の席巻と，原理主義的な宗教の台頭との結合を見る。ハラール食品を研

究対象とすることで見えてくるのは，いわゆる「宗教回帰」が資本主義的な市場経済への異

議申し立てであるどころか，むしろ新自由主義の枠組みに沿った「経済的ジハード」である

ことであるという。 

 著者は，ユダヤ教のカーシュルートとの差異についても述べている。ユダヤ教の場合は法

によって決められた「規則」（règle）となっているが，ハラールの規範は実際にはさまざま

な集団のあいだで行なわれる「駆け引き」（jeu）によって決まる。それはフランスにおいて

イスラームを代表しようとするムスリムの宗教的権威をめぐる争いである。また，カーシュ

ルートの習慣を日常的に守っているフランスのユダヤ人はけっして多くなく，この実践を

守らなくても彼ら彼女らのユダヤ性は基本的に揺らがない。これに対して，ムスリムにとっ

てはハラール食品を口にすることはウンマへの所属という意味を持ち，その実践を守らな

いことは共同体の規範に背くという感覚がある(64)。 

 ハラール市場の形成に経済的新自由主義と宗教的原理主義の親和性を見る彼女は，両者

の結託は新しい科学技術を利用しながら民主主義に背く宗教実践を生み出すことにならな

いかと懸念を抱き，共和主義的なライシテの観点から警鐘を鳴らしている。 

 ハラール市場を研究するには，ハラール認証を与えている団体やムスリムの消費者組合

に赴く必要があると述べるベルゴー＝ブラクレに対し，社会学者のクリスティーヌ・ロディ

エは，ムスリム家庭における食習慣の参与観察を通して，ハラールの問題を扱っている。ロ

ディエが調査したモゼル地方のムスリム移民第一世代は，モロッコ南部出身の貧しいベル

ベル人で，フランスの肉は高くてなかなか買えなかったこともあり，自然と市販の肉を避け

る菜食主義的な食生活であったという。郷土の伝統料理であるタジーヌを中心に，慣習的な
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食生活が営まれていた。これに対して若い世代は，ハラールであるさまざまな食品を口にす

ることで，宗教の教えにより忠実であるとともにフランスの食生活に適合した消費行動を

取るようになる。これは，個人が自分で何がハラールかを判断しながら，フランスの食品市

場に流通しているものを食べるようになったことを意味している。 

 ロディエはまた，ハラール食品を食べることで自分がムスリムであるという所属を確認

する類型があることを掴み出している。このようなアイデンティティの自覚は，宗教的敬虔

さの現われであるよりも，フランスの主流文化への抵抗の態度を示しているという。さらに

彼女は，ハラールであることを禁欲的に守ることで，家庭や共同体において一目置かれる存

在となり，自立と解放の足がかりを獲得するような行動類型も指摘している。「ハラールで

あるものを食べることは，必ずしも共同体主義を引き起こすものではなく，それどころかむ

しろ，この宗教事象は宗教実践の個人主義化という現象に位置づけられる」(65)と述べるロデ

ィエは，宗教的規範を外側から押し付けられているムスリムという通念を覆し，個々のムス

リムがハラールをめぐる規範をどのようにとらえ，食べることにどのような意味を与えて

いるかを多様な相貌のもとに描き出している。そのことによって，ハラールをめぐる現象が

より複雑でニュアンスに富むものであることを示している(66)。 

 

4-3 刑務所のイスラーム―過激化の触媒か救済の手がかりか 

 第３に，刑務所の問題である。これは，すでに取りあげた過激化の問題とも関連するテー

マである。刑務所は日常生活からは遠い場所と見えるかもしれないが，一部のムスリムにと

っては通常の社会規範からの逸脱は日常生活と地続きとも言える。それは塀の外側にある

日常生活の社会規範を映し出す鏡でもあり，塀の内側にももちろん日常生活がある。 

 このテーマに関する先駆的研究とされているのが 2004年刊行のファラッド・コスロカヴ

ァール『刑務所におけるイスラーム』で，「フランス第二の宗教」となって久しいイスラー

ムが「フランスの刑務所における第一の宗教」となっている実態を報告している。フランス

の人口全体に占めるムスリムの割合は 7〜8％だが，刑務所では過半数を超えており，7〜8

割に達する刑務所もある。ムスリムの受刑者は若い男性が多く（女性は 10〜15%程度），信

仰実践に熱心とはかぎらない。刑務所のなかでイスラームという宗教は，受刑者の倫理的更

生に資する場合が多いが，受刑者が自分の逸脱行為を正当化して社会との断絶を強化する

のに用いられることもあるとコスロカヴァールは指摘する。フランス社会でムスリムが急

増したのは比較的最近で，ムスリムの受刑者の割合の高さに比して，刑務所内でイスラーム

をカトリックやプロテスタントやユダヤ教と平等に扱うための整備は立ち遅れている。フ

ランスのライシテは公的施設である刑務所に施設付聖職者を置くことができるが，教誨師

に相応しいイマームが不足している。すでに教えを説いているイマームを登用するには，そ

のイマームが「過激派」である疑念を払拭することが難しい(67)。 

 2010 年代にフランスでテロ事件が頻発すると，刑務所が「過激化」の温床として注目さ

れるようになる。コスロカヴァールは，刑務所が「もっとも過激化現象にさらされた公的機

関」であり「恐るべき場所になっている」と述べている。受刑者は，ハラールの肉を提供さ

れない，イスラームの教誨師が足りないなどの不満を抱えている。こうした状況で，刑務所

に収監されている「イスラーム主義者」が，「心理的弱者」や「精神病質者」にジハード理
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論を吹き込み，過激化を助長しているとコスロカヴァールは言う。このような主張は，刑務

所に社会の過激化の縮図を見るものと言える(68)。すでに言及したユゴー・ミシュロン『フラ

ンスのジハード主義―地区，シリア，刑務所』も，刑務所を過激化の連鎖のなかに位置づ

けている。  

 これに対し，セリーヌ・ベロー，クレール・ド・ガランベール，コリンヌ・ロスタンの『刑

務所の宗教について』は，刑務所と宗教と言えばムスリムの受刑者と過激化という問題設定

がほぼ自動的になされてしまう状況が，むしろ刑務所における宗教の実際を認識すること

の妨げになっているとの立場を取る。刑務官，受刑者，施設付聖職者合計 500 名に対する

インタビュー調査に基づき，イスラームの特殊性や他者性を強調するのではなく，刑務所に

おいて宗教はどのような位置を占めどのような役割を果たしているのか，受刑者にとって

宗教はどのような意味を持ちうるのか，施設付聖職者は刑務所での宗教政策にどのような

態度を取っているのかを追求し，刑務所における宗教および宗教的なものの全体像を，構成

的に描き出そうとしている(69)。 

 刑務所は公的機関だが，そこに勤務する施設付聖職者に公金を拠出することができるこ

ともあり，標準的なライシテのあり方とは異なるモデルが適用される特異な空間である。そ

こでは宗教や宗教的なものがどのように立ち現われるのだろうか。刑務所という制度の側

から見れば，宗教は刑務所の秩序維持に役立つと期待されているが，このように行政的に受

刑者を管理しようとする態度に，施設付聖職者はしばしば抵抗の反応を示している。塀の外

の社会では最後の審判の現実感は往々にして失われているが，ムスリムの受刑者のなかに

は地獄の恐怖に苦しみ，神の慈悲が救済の希望になっている者もいるという(70)。 

 このように，刑務所における宗教というテーマは，ムスリムの受刑者の過激化という問題

には還元されない。それは治安対策の観点からだけでなく，受刑者の救済という観点からも

検討に値するテーマとなっている。 

おわりに 

 本稿では，現代フランスのイスラームについて，政治的側面として「原理主義」的な「過

激派」によるテロ事件，社会的側面としてイスラモフォビア，思想的側面としてリベラルな

イスラーム，日常生活の側面として「改宗」と「棄教」のダイナミズム，ハラール食品，刑

務所に注目しながら論じてきた。いずれもフランス社会の治安維持やムスリムとの共生の

観点から見て重要度の高いテーマであり，議論は論争的なものになりがちである。本稿が試

みたのは，これらのテーマについての社会の議論を踏まえながら，最近の研究動向の一端と

研究者間に見られる争点を構成的に提示することである。 

 テロ事件をめぐっては，「イスラームの過激化」にどう対処するかという姿勢での研究が

政策的にも重視されて主流をなしているが，こうした動向に「過激性のイスラーム化」とい

う診断を対置する視点や，フランスの植民地主義の歴史を批判的にとらえ返す観点の重要

性を説く研究がある。 

 現代フランス社会において「イスラモフォビア」が存在することは歴然としているが，こ

の言葉はイスラームを批判することの妨げになるとの批判もある。フランスのムスリムは
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社会の言説としては一定のまとまりを持つ集団として表象されがちだが，実際には多様を

極めていることにも注意を向ける必要があるだろう。 

 「穏健派」や「改革派」のムスリムは，フランスとイスラームの共生を可能にするものと

期待される一方で，「原理主義」とのつながりも疑われる位置にある。フランスの社会規範

を基調とする「リベラルなイスラーム」にも，知的な批判を軸にするものと，スピリチュア

ルな信仰実践をともなうものなど，いくつかのニュアンスがある。 

 日常生活を営むムスリムの姿は多様で，「改宗者」に注目する研究もあれば，「棄教者」に

注目する研究もある。ハラール食品の流通は，経済的新自由主義と結びついた宗教的原理主

義の台頭と受け取る見方もあれば，ムスリムの個人主義化を促進するとの解釈もある。刑務

所のイスラームは，ムスリム受刑者の過激化をもたらすことへの懸念が持たれがちだが，救

済財となりうることに注目する研究もある。 

 このように，現代フランスにおけるイスラームおよびムスリムのあり方，またそこに投げ

かけられる視線のあり方は多様であり，いくつかの明確な対立や微妙なニュアンスをはら

みながら，研究上の争点を構成している。 

付記 

本稿は，科研基盤 A「西洋社会における世俗の変容と「宗教的なもの」の再構成―学際

的比較研究」（20H00003）の研究成果の一部である。 
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外国語要旨 

Discours et débats autour de l’islam dans la France contemporaine :  

Enjeux politiques, sociaux, idéologiques et éthiques dans la vie quotidienne 

Kiyonobu DATE 

Les recherches sur l’islam menées actuellement en France tiennent inévitablement compte 

des débats sociaux et progressent avec les intérêts publics pour l’ordre social et le vivre-ensemble. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, cet article se veut une tentative de présenter de façon heuristique un 

panorama qui permet de confronter les différentes perspectives des chercheurs sur des faits musulmans 

selon quatre axes. Le premier est l’ordre politique et sécuritaire : face aux attentats terroristes des 

années 2010, la thèse de « la radicalisation de l’islam » (G. Kepel) et celle de « l’islamisation de la 

radicalité » (O. Roy) s’affrontent, tandis que l’approche postcoloniale (F. Burgat) souligne le poids 

historique de la domination impérialiste. Le deuxième axe est celui du social : on parle d’islamisation 

de la France tout en repoussant les musulmans dans l’altérité. Se construit dès lors une représentation 

sociale qui se traduit par « l’islamophobie » : certains comme V. Geisser, A. Hajjat ou encore M. 

Mohammed tiennent cette réalité pour incontestable, alors que d’autres, souvent s’imprégnés d’un 

républicanisme fort, considèrent que cette notion fait obstacle à des critiques raisonnables sur l’islam. 

Le troisième axe est idéologique ou philosophique : on assiste aujourd’hui en France à la construction 

d’un « islam libéral » : or, celui-ci, parfois soupçonné d’être fondamentaliste, implique des 

ramifications complexes, depuis « la réforme de la religion musulmane » (T. Oubreu) jusqu’à « un 

islam des Lumières » (M. Chebel) et « les nouveaux penseurs de l’islam » (R. Benzine), en passant 

par « l’islamologie appliquée » (M. Arkoun) voire « la spiritualité laïque » (A. Bidar). Le quatrième 

axe concerne la vie quotidienne : si les convertis s’inscrivent dans un processus de réislamisation (A. 

Puzenat), le nombre des « ex-musulmans » augmente et l’abandon de l’islam progresse en silence (H. 

Bentabet). Ainsi, l’invention du marché halal résulterait du croisement du fondamentalisme religieux 

et de l’économie néolibérale (F. Bergeaud-Blackler), mais manger halal semble moins relié à la 

communautarisation qu’à l’individualisation des pratiques religieuses (C. Rodier) ; de même, l’islam 

dans les prisons tend à être considéré comme un catalyseur de radicalisation (F. Khosrokavar, H. 

Micheron), mais il peut aussi servir de vecteur symbolique de reconstruction pour certains détenus 

musulmans (C. Béraud, C. de Galembert et C. Rostaing). 

 


